
熊本県工賃向上 3か年計画の第５期計画策定について 

 
１ 策定主旨 

（１）第５期熊本県工賃向上３か年計画の策定について 

障発０３２９第４２号令和６年３月２９日付け厚生労働省社会・援護局障害福祉

部長指針「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の一部改正等に伴

い、第５期の熊本県計画を作成しました。 

 

２ 主な見直し内容 

（１）目標工賃 

（２）県の取組内容 

 

３ 策定日  令和６年１０月７日 

 

４ 意見公募手続きを実施しなかった理由 

当計画は、３か年毎に国が示す「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指

針」を基に、計画に盛り込む項目（目標工賃の設定、具体的取組方策等）を決定し

ており、国指針の項目に変更がないことから、今回計画の項目も前回計画と同様

となっています。 

また、目標工賃は、公表された直近の工賃実績に、５か年平均の伸び率を乗じ

て算出しており、考え方に変更はありません。 

さらに、工賃向上に向けた取組みも、これまでと同様に必要とされる取組みに

ついて、事業所の工賃向上計画を踏まえた見直しを行っていますが、大幅な変更

はありません。 

このことから、今回策定した第５期工賃向上３か年計画については、「県政に係

る意見提出手続き（県政パブリック・コメント手続）実施要綱」４（４）の「基本的な

事項の変更や大幅な内容の変更を伴わないもの」に当たると判断されるため、

「県政に係る意見提出手続き（県政パブリック・コメント）実施要綱」第４の除外規

定（軽微な変更等と認めるもの）に該当するとして、意見公募の手続きを省略して

います。 


